
○穴吹貸別荘施設条例 

平成１７年３月１日 

条例第１８９号 

改正 平成１７年１０月１２日条例第２８０号 

平成１９年３月１６日条例第１８号 

平成２０年３月１７日条例第１４号 

平成２６年３月１３日条例第２６号 

平成３０年３月１３日条例第２１号 

令和元年６月２８日条例第１号 

令和４年３月１４日条例第１１号 

（設置） 

第１条 美馬市において、緑豊かな自然と美しい清流を活用した山村振興を促進する

ことにより、地域に活力を醸成させ、もって地域住民との交流、文化と生活の向上

を図るため、貸別荘施設（以下「施設」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

コテージ清流の郷 美馬市穴吹町口山字丸山４７７番地 

（使用時間等） 

第３条 施設の使用時間は、使用開始日の午後２時から使用最終日の午前１０時まで

とする。 

２ 施設の休業日は、毎月第２週の水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、

その翌日以後の最初の休日でない日）とする。 

３ 市長は、特に必要があると認めるときは、第１項に規定する使用時間を変更し、

又は前項の規定にかかわらず臨時に休業日を定めることができる。 

（使用の許可） 



第４条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けな

ければならない。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないこ

とができる。 

（１） その使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認め

られるとき。 

（２） その使用が施設及び附属施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認め

られるとき。 

（３） 中学生以下の者が、保護者を同伴することなく使用しようとする場合 

（使用の制限） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を拒み、又は中止

を命ずることができる。 

（１） この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。 

（２） 使用許可の条件に違反したとき。 

（３） その他市長の指示に従わないとき。 

２ 前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、市は、こ

れを賠償しないものとする。 

（使用料） 

第７条 第４条の許可を受けて施設を使用する者（以下「使用者」という。）は、別

表に掲げる使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料は、施設を使用する前に徴収する。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の全

部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができな

いと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。 



（損害賠償の義務） 

第１０条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生

じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを

得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除

することができる。 

（指定管理者） 

第１１条 市長は、施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」

という。）に施設の管理を行わせることができる。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１２条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理

者が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

（１） 施設の使用許可に関する業務 

（２） 使用料の徴収に関する業務 

（３） 施設の維持管理に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

２ 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

３ 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第３条第３項中

「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要

があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第４条から第６条まで

の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市又は指定管

理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。 

４ 第２項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあ

っては、第７条から第９条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、第７

条及び第９条中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」

と、第７条第１項中「別表に掲げる」とあるのは「別表に掲げる金額の範囲内にお



いて、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第８条中「市長」

とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の穴吹町貸別荘施設の設置及び管理に

関する条例（平成９年穴吹町条例第１７号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年１０月１２日条例第２８０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第４条の改正規定中「（以

下「使用者」という。）」を削る部分並びに第５条第３号及び第７条第１項の改正

規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の穴吹貸別荘施設条例

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の穴吹貸

別荘施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成１９年３月１６日条例第１８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に使用の許可を受けたコテージ清流の郷の使用料について

は、なお従前の例による。 



附 則（平成２０年３月１７日条例第１４号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１３日条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の穴吹貸別荘施設条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付す

るものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は

施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日

前に納付するものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年３月１３日条例第２１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の穴吹貸別荘施設条例の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付す

るものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は

施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日

前に納付するものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和元年６月２８日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（穴吹貸別荘施設条例に関する経過措置） 

３５ 第３６条の規定による改正後の穴吹貸別荘施設条例の規定は、令和元年１０月

１日以後の使用に係る使用料（平成３１年４月１日前に許可を受けた宿泊の使用に

係る使用料を除く。）について適用し、令和元年１０月１日前の使用に係る使用料



及び同日以後の宿泊の使用であって平成３１年４月１日前に許可を受けたものに係

る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年３月１４日条例第１１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（穴吹貸別荘施設条例に関する経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の穴吹貸別荘施設条例の規定は、施行日以後に行う施

設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行

った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日

以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従

前の例による。 

別表（第７条関係） 

コテージ清流の郷 １棟あたり 

使用区分 基本料金 使用料の額 

４人用 １泊につき １７，６００円使用者数が当該使用区分の範囲内の場

合は、当該基本料金の額（使用者数が

当該使用区分の範囲を超える場合は、

当該基本料金に当該使用区分に掲げる

人数を超えた使用者１人につき１泊当

たり１，６２０円を加算した額。ただ

し、単独で寝具を使用しない幼児は含

めない） 

６人用 １泊につき ２６，４００円

備考 

１ 宿泊料には、入湯税を含まない。 

２ 使用料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。 

 


